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２月は「相続登記はお済みですか月間」

◇近日のイベント ※来場者限定のイベントです
　・手づくり市／２月18日（日）　10:00～17:00
　・ホロルまつり／２月25日（日）　10:00～17:00
◆休館日　
　２月５日（月）、13日（火）、19日（月）、26日（月）、
　３月５日（月）～９日（金）【設備点検】、12日（月）、
　19日（月）、26日（月）
問合せ　ホロルの湯　☎029－288－7775

　町では、経済的な理由により修学が困難な方に無利
子で学費を貸与しています。奨学資金の貸与を希望す
る方は、以下の方法によりお申し込みください。
募集人員　若干名
貸与月額　高校生・高等専門学生／30,000円以内
　　　　　大学生／50,000円以内
貸与期間　進学する学校の正規の修業期間
奨学金の返還　貸与終了月の６か月後から10年以内
出願方法　①～⑨の書類を申込先に提出してください。
　①願書　②宣誓書　③奨学生推薦調書（学校長作成）
　④住民票謄本（※１）　⑤所得課税証明書（※２）
　⑥在学証明書または合格通知書　⑦納税証明書（※３）
　⑧各種使用料等調査同意書（※３）
　⑨印鑑登録証明書（※３）
※１…本人、父母及び連帯保証人
※２…父母及び連帯保証人　※３…連帯保証人
　①～③、⑧の様式は教育委員会事務局で配付、また
は教育委員会のホームページからダウンロードしたも
のを使用してください。
申込期間　２月19日（月）～３月９日（金）
※土曜・日曜日を除く。
申込先・問合せ  教育委員会事務局  ☎029－288－7010

平成30年度  城里町奨学生を募集します ２月は「相続登記はお済みですか月間」
　茨城司法書士会では、相続登記の大切さを啓発す
るため、「相続登記はお済みですか月間」にあわせて
無料相談を下記のとおり実施します。
期　間　平成30年２月の１か月間
※土曜・日曜・祝日を除く。
相談内容　相続登記に関すること
実施場所　県内の各司法書士事務所
申込方法　各司法書士事務所に、電話にてお申し込
　みください。
問合せ　茨城司法書士会　☎029－225－0111
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■特別弔慰金の趣旨
　　戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国
　として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。
　　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年５万円に増額すると
　ともに、５年ごとに国債を交付することとしています。
■支給対象者　※平成27年４月１日以降、第十回特別弔慰金の請求手続きをされていない方
　　戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日（平成27年４月１日）において、「恩給法による公務扶助料」や
　「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合には、
　次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
　１．基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　２．戦没者等の子
　３．戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、先順位が入
　　れ替わります。
　４．上記以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　※戦没者等の死亡時まで、引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。
■支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債
■請求期限　平成30年４月２日  ※請求期限を過ぎると、第十回特別弔慰金を受給できなくなります。
■請求窓口・問合せ　福祉こども課　☎029－353－7265（直通）

第十回特別弔慰金が支給されます
戦没者等のご遺族の皆さまへ
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城里町政治倫理審査会委員が
　　　　　　　  改選されました

男女共同参画チャレンジ支援セミナー城里町政治倫理審査会委員が
　　　　　　　  改選されました

３月６日（火）　午後１時20分～２時20分公 売 日 時
茨城県水戸合同庁舎 ２階 大会議室（水戸市柵町1－3－1）公 売 場 所

公売当日の受付時に参加申込を行います。参加申込方法

公売対象不動産

そ の 他

問 合 せ

〇売却区分番号：29－145
〇見積価額：2,700,000円　　　　　〇公売保証金：270,000円
〇財産の表示（登記簿による表示）
　１）所在：東茨城郡城里町大字石塚字柳添
　　　地番：2339番5　　　　　　  地目：雑種地
　　　地積：325平方メートル

〇売却区分番号：29－146
〇見積価額：330,000円　　　　　　〇公売保証金：30,000円
〇財産の表示（登記簿による表示）
　１）所在：東茨城郡城里町大字石塚字三丁目西側
　　　地番：1465番5　　　　　　  地目：宅地
　　　地積：58.46平方メートル

・中止になる場合があります。
・当日の午後０時50分から受け付けを開始し、午後１時から入札についての説明
　を行います。
・公売に関する詳細は、下記のホームページからご覧になれます。

茨城租税債権管理機構（茨城県水戸合同庁舎内）
☎029－225－1221　　 029－225－1600　　http://www.ibaraki-sozei.jp/

　茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売します。
　公売対象不動産の詳細及びご質問等は、問合せ先までご連絡ください。

不動産公売のご案内不動産公売のご案内

　町政治倫理審査会委員の任期満了に伴い、平成
29年第４回議会定例会において、下記のとおり政
治倫理審査会委員が改選されました。
　政治倫理審査制度は、清浄で民主的かつ開かれ
た町政を実現するために定められており、審査会
はその倫理基準が順守されるよう見守り、請求等
に応じて調査や審査を行う機関です。

任　期　平成29年12月20日から２年間
問合せ　総務課　☎029－288－3111（内線211）

城里町政治倫理審査会委員が
　　　　　　　  改選されました 　ビジネスの手法を使い地域で困っている課題等

に取り組むため、コミュニティビジネスについて
学びませんか？
　県では、さまざまな人を支援するため、下記の
とおりセミナーを開催します。
日　時　２月22日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
場　所　女性プラザ男女共同参画支援室
　　　　（水戸市三の丸1－7－41）
受講料　無料
テーマ　コミュニティビジネス入門講座
　～地域に貢献しながら収入と生きがいを得る方法～
講　師　
○NPO法人　茨城NPOセンター・コモンズ
　代表理事　横田 能洋  氏
○NPO法人　よつ葉ナーサリー
　理事長　吉澤 久美子  氏
募集人員　先着30名
※託児・子連れの参加ができます。
申込方法　申込先に、電話にてお申し込みください。
申込先・問合せ　女性プラザ男女共同参画支援室
　　　　　　　　☎029－233－3982

男女共同参画チャレンジ支援セミナー

■城里町政治倫理審査会委員 （敬称略）

和　田　雅　治 （阿波山）
川　又　重　光 （塩　子）
松　村　　　孝 （つくば市）
小　幡　利　克 （　粟　）
江　幡　幸　子 （石　塚）
横　倉　好　夫 （石　塚）

再　任
再　任
新　任
再　任
再　任
新　任

委 員 長
副委員長
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員

氏　名（住　所） 備　考職　名
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